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令和５年 教育委員会１月定例会 議事録  
 

１．日 時  令和５年１月２６日（木） 

       開会 午前１０時００分  閉会 午前１０時２５分 
 
２．場 所  大山崎町役場 ３階 中会議室 
 
３．議 事   

日程第１ 前回会議録の承認について 

日程第２ 諸報告について 

日程第３ その他 

 
４．出席委員 

教  育  長 馬 場 信 行 

教育長職務代理者 吉 川 栄 一 

委 員 南   顕 融 

委 員 宮 本 佳 子 

委 員 渕 田 瑞 希 
 
５．欠席委員 

なし 
 
６．事務局 

教育次長、学校教育課長、生涯学習課長、生涯学習課担当課長兼中央公民館長、生

涯学習課参事兼歴史資料館長、生涯学習課総括主幹兼文化芸術係リーダー、体育館

館長、学校教育課主幹兼学校教育係リーダー（書記） 

 

７．傍聴者 

なし 
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会  議  内  容 

  

教育長 委員の皆様にはお忙しい中にもかかわらず、本日の会議にご出席いただきあ

りがとうございます。 

また、平素より本町の教育行政にご指導、ご協力いただきましてありがとう

ございます。 

1 月 20 日は大寒で、2 月 4 日の立春までのこの期間が一年で最も寒さが厳し

い時期と言われております。 

一昨日の夕方からの寒波の影響で雪が降り続き、交通機関や道路に大きな影

響が出ました。 

昨日、雪が積もった道を注意しながら歩いていたのですが、学校の運動場か

ら子どもたちの歓声が聞こえてきました。 

子どもたちは大喜びで、雪遊びに興じておりました。 

楽しそうな子どもたちの姿を見て、心和むものがありました。 

 

それではただいまから、令和 5 年大山崎町教育委員会 1 月定例会を開会いた

します。 

 

本日の議事日程は、お手元に配布いたしましたとおりです。 

 

これより日程に入ります。 

日程第１、前回会議録の承認についてを議題といたします。 

前回の会議録につきましては、既に各委員に署名をいただいておりますの

で、承認することといたします。 

 

日程第２、諸報告を行います。 

まず、私から報告いたします。 

【教育長諸報告事項について説明（資料のとおり）】 

資料中、1 月 25 日の「京都府市町村教育委員会連合会教育長部会」について

は、雪の影響で延期。 

 

次に、各所管課分の報告をお願いいたします。 

 

事務局 【学校教育課事業について説明（資料のとおり）】 
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事務局 【生涯学習課事業（生涯学習・スポーツ振興係、文化芸術係、中央公民館、歴

史資料館、大山崎町体育館）について説明（資料のとおり）】 

 

教育長 ありがとうございました。 

 

ただ今の報告で、質疑等がございましたらご発言ください。 

質疑もないようですのでこれを持って諸報告を終わります。 

 

次に、日程第３、その他を議題といたします。 

まず、事務局から、その他報告事項があるようですので、説明をお願いしま

す。 

 

事務局 それでは、私からは 2点ご報告いたします。 

まず、1 点目は大山崎中学校における少人数学級実施に伴う町費負担による

講師募集についてであります。 

委員の皆様もご承知のとおり、大山崎中学校におきましては、生徒の学力向

上のための方策として、教職員と生徒とのふれあいをより密にすることで実態

に即した柔軟な指導が可能となる少人数学級、すなわち学級生徒数を 35 人以

下とする学級編制に取り組んでおります。 

今年度、令和 4年度においては、第 2 学年におきまして実施しており、直ち

にその効果や結果が目に見えて現れるものではありませんが、生徒一人一人に

対して教職員の目が行き届きやすくなり、きめ細やかな指導に寄与していると

ころであります。 

令和 5 年度におきましては、少人数学級の実施対象となるのは、新第 3 学年

で、学年生徒数が 141 人であり、少人数学級の目安となる 35 人で除した場合、

5学級での編制が必要となるものであります。 

令和 5 年度の教職員数でありますが、令和 4 年度と同じく令和 3 年度と比較

して学級数の減に伴う府費負担教職員の配当数の減により、府費負担教職員の

みでは、担任を担う教職員の配置が困難となるため、町費負担による講師 1名

を会計年度任用職員として雇用することとしております。 

なお、募集につきましては、今後町ホームページ等で掲載する予定としてお

ります。 

 

次に 2 点目はお手元にお配りしております部落解放同盟からの申し入れ書

であります。 
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こちらは例年、ほぼ同様の内容で送付されているものでありますが、学校行

事における「日の丸・君が代」の取扱い、卒業証書の元号ではなく西暦表記で

の発行、歴史授業における植民地支配、虐殺事件、慰安婦問題の取扱い、学校

施設における「日の丸」掲揚の取扱いに関するものであります。 

 

私からは、以上であります。 

 

事務局 学校教育課からは、2 点ご報告申し上げます。 

 

まず 1 点目は、小中学校における新型コロナウイルス感染症に係る状況につ

いてでございます。 

令和 5 年 1 月 23 日現在の感染者数でございますが、令和 4 年 12 月が 27 名、

令和 5 年 1 月が 25 名となっています。 

内訳でございますが、12 月は大山崎小学校が 20 名、第二大山崎小学校が 6

名、大山崎中学校が 1名。 

1 月は大山崎小学校が 12 名、第二大山崎小学校が 7 名、大山崎中学校が 6名

となっています。 

 

次に 2 点目は、学校訪問についてでございます。 

大山崎小学校、第二大山崎小学校の日程を決めさせていただき、先日メール

でご連絡をさせていただいております。 

当日は、9 時 15 分現地集合とさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 

学校教育課からは以上でございます。 

 

教育長 ありがとうございました。 

ただいまの報告事項について、各委員から質疑等はございますか。 

 

委員 35 人学級のことについてですが、令和 4 年度は 2 年生、令和 5 年度は 3 年

生ということは、同じ子どもたちということですか。 

 

事務局 2 年生の子どもたちが 3 年生に持ち上がりとなりますので、引き続き行うと

いうことであります。 
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委員 新 2年生については少人数学級ではないのかと思ってしまうのですが、それ

についてはどうなのでしょうか。 

 

事務局 新 2 年生につきましては 129 名でございますので、標準の 40 人学級で編成

しましても 35 人以下になり、あえて組分けをする必要がないとういう状況で

ございます。 

 

委員 将来的にどの学年も 35 人を超えれば 35 人学級にしていくという理解でよ

いのでしょうか。 

 

事務局 現町政下におきましては、町長方針のもと実施しております。 

 

委員 学校訪問についてですが、どんな内容ですか。 

 

事務局 集合いただいたのち、9 時 15 分から 9 時 30 分頃まで各校長から各学校の状

況等のご説明をさせていただきたいと考えております。 

それから、9 時 40 分から 10 時 25 分までの時間（2 校時）を使い、実際の授

業風景等を参観いただきたいと考えております。その後、10 時 30 分に解散と

考えております。 

参観の内容については、各校長の案内のもと、各フロアを回ることを想定し

ております。 

 

委員 少人数学級の講師募集の件ですが、今から募集をかけて間に合うのでしょう

か。 

 

事務局 2 月から募集をかける予定をしております。 

 

委員 中学校の場合は教科担任制なので、その辺のことも考慮する必要があると思

うのですが、間に合うのでしょうか。 

 

事務局 正直申し上げまして、中学校は教科担任制ですので、配置を考えると必要な

教科が必然的に出て参ります。 

教科を限定した中で、募集をかけますと応募がないという現状がありまし

て、現在でも府費負担の講師も募集をかけても集まらないというのが現状とし

てございます。 



6 
 

昨年度も町で募集をかけても難しいという状況でありましたが、偶然にも中

学校で勤務されていた講師の方が応募されたという経過がありました。 

一定、講師をされている方は、府費負担の講師になりたいとう意向をお持ち

でして、府の講師が決まるかどうかの時期にならないと目途がつかないという

状況でございます。 

講師不足ですので、募集をかけても応募がないとういうことも一定想定はし

ているところでございます。 

 

委員 教科を選ばなければ、何とか 1 名は講師を確保できるということですか。 

 

事務局 こちらの希望としては、そういう思いで募集をかけるという状況でありま

す。 

 

委員  今のお話だと 1 年契約というお話になっていたということですか。 

 

事務局 会計年度任用職員ということで、町の方が募集をかけております。ご本人が

希望されれば、更新も可能であります。 

 

委員 今の 2 年生の担任をされていて、その時点で来年も必要ということが分かっ

ていたのであれば、2 年契約をお願いできたらよかったのではないのかと思い

ました。 

今後、新 2 年生と新 1年生については、必要ないということですか。 

そうなると、今度新 3 年生の講師の募集をかけて応募してくださった方も 1

年契約になるので、ますます条件が悪くなり難しいという印象を持ちました。 

過ぎてしまったことですが、昨年の募集の段階で必ず 2 年必要だということ

が分かっていたのでしたら、その段階で 2 年にできたのではないかと思うので

すが、その点はいかがですか。 

 

事務局 講師をされている方は府費負担の正規の教職員として採用されることを 1

番望んでおられる状況にあります。 

仮に 2 年間こちらがお願いしたとしても、多分 1 年で、なお且つ教職員の採

用試験を受けるか、若しくは府の講師の声かけがあった場合はそちらを選択さ

れる意向が強いということがあり得ますので、2 年契約は難しいと考えており

ます。 
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委員 講師の採用のことですが、大昔の私の経験から言いますと、2 年、3 年の中

期契約はできないと思います。 

どうしても、半年や 1 年契約になって、本人が望むなら再契約をし直すとい

う形で講師を継続していくことになります。 

最初から、2 年・3 年といった契約をすることは、どこの県でもしないと思

います。 

 

事務局 あくまでも講師は任期付きで、1 年若しくは半年という中で採用されており

ます。 

 

委員 教師の採用は不安定で、病気で休まれたり、長期休業されたりしますので、

3 年、4 年で採用されても、その途中で復帰すると言われたときに宙に浮いて

しまうことになるため、講師にどうしてもしわ寄せがいって 1 年契約になって

しまいます。 

 

委員 先程、校長会議のことの報告がありましたが、来年度の年間行事予定などは

このあたりで決められるのですか。 

 

事務局 入学式や卒業式など大きな行事については、年内には概ね決まっている状況

です。 

それ以外の学年ごとの行事については、この 1 月から 3 月の間に学校の中で

決めていく流れになります。 

 

委員 保護者からたくさん意見が出ているのが、来年度からは運動会を 1 日にし

てほしい。天王山を活用した活動を復活してほしい。前回教育長も発言され

ていましたが、プールの開催と夏休みの地区プールの復活のこの 3 点がたく

さんの声をいただいています。 

来年度の行事予定を考えられるうえで、参考にしていただけないかなと思

います。 

 

事務局 各校長の方に伝えるようにいたします。 

 

教育長 他にございませんでしょうか。 

 

ないようですので、以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 
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これをもちまして、令和 5 年大山崎町教育委員会 1 月定例会を閉会いたしま

す。 

お疲れ様でございました。 
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大山崎町教育委員会会議規則第１７条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

   令和５年１月２６日 

 

 

 

 

教 育 長 署 名 

 
教育長職務代理者 署 名 

 
委 員 署 名 

 
委 員 署 名 

 
委 員 署 名 

 
書    記 署 名 

 

 


